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会  議  録 
 

会議の名称 守谷市図書館協議会（令和６年度 第２回） 

開催日時 
令和６年８月１９日（月） 

開会：１０時００分  閉会：１１時４０分 

開催場所 守谷市役所 中会議室 

事務局（担当課） 教育委員会 中央図書館 

出 

席 

者 

委 員 

長谷川委員長、野口副委員長、井上委員、吉澤委員、 

赤堀委員、川畑委員、藤平委員、堀越委員、広永委員 

（出席：９名） 

その他  

事務局 平塚館長、柳葉副館長  

公開・非公開 

の状況 
■公開  □非公開  □一部公開 傍聴者数 ３人 

公開不可の場合

はその理由 
 

会 議 次 第 

１ 開会 

２ 挨拶 

３ 協議内容 

（１） 守谷中央図書館大規模改修工事基本設計概要（案）に 

ついて 

（２）令和６年度もりやの図書館概要（案）について 

（３）その他 

４ 閉会 
 

確 定 年 月 日 会 議 録 署 名 

令和６年１０月２４日     長 谷 川  登 代 
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 １ 開 会 

柳葉副館長 ９名の委員が出席、守谷市図書館協議会設置条例第６条第２項の

規定により会議は成立。傍聴者は３名。 

              

２ 挨 拶  長谷川委員長 

 

３ 協 議 

（１） 守谷中央図書館大規模改修工事基本設計概要（案）について 

長谷川委員長：協議（１）守谷中央図書館大規模改修工事基本設計概要（案）に

ついて、事務局から説明をお願いします。 

―平塚館長から基本設計概要（案）について、資料及び動画を基に説

明― 

川畑委員：基本設計概要（案）P004 駐車場について、「おもいやり駐車

場」とは現在の身障者用のトイレのことですよね。駐輪場に屋根

がつくことになっているのであれば、「おもいやり駐車場」に屋

根があっても良いのではないか。費用面からすると負担だが、豪

雨時に、子どもを乗せていた場合、安心して乗り降りができる場

所として、屋根を設置しても良いのではないか。また、ソーラー

パネル（太陽光）の設置予定はございますか。 

平塚館長：駐車場に屋根を設置することについては、屋根は、新たな建築物

になる可能性があり、設置できるかどうか、現時点でお答えでき

ません。また、ソーラーパネルについては、現時点では設置の予

定はございませんが、検討はしたいと思います。 

川畑委員：昨今は、災害が多いため、図書館においても、ソーラーパネルの

導入を検討された方が良いのではないかと思います。 

次に、概要(案)P008 マルチパーパスについて、図面上では、机

や椅子がフロアに飛び出しており、入口から階段までの動線とし

て考えると、邪魔なような気がします。 

また、設計概要（案）P010 集会室（２）とラーニングコモンズ

を一体化して利用する案はいかがでしょうか。例えば、集会室

（２）とラーニングコモンズの間に可動式の扉を設置するなど、

今後、様々なイベント等を実施し集客を見込む予定だとしたら、

もっと広い方が良いと思うのですが…。 

柳葉副館長：集会室（２）とは現在の視聴覚室のため、厚い壁があり撤去する

ことは非常に難しいと思います。 

平塚館長：補足しますが、現在の視聴覚室の収容人員が約６０名であり、こ

れまでの図書館でのイベント等の参加人員が、多い時でも約４０

名程度ですので、妥当な大きさだと思います。 

川畑委員：ラーニングコモンズは、市民が使用できるスペースとのこと。 
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団体の場合は予約をし、予約が入っていない時は、個人でも利用

できるということですか。 

平塚館長：現時点では、詳細な運用等は、決まってはおりませんが、事前に

予約を行う形が理想だとは思います。 

川畑委員：１階絵本の部屋の「子どもたちが素足で安全に過ごせるよう和紙

畳を採用します。」と記載されていますが、耐久性や汚れ等は、

大丈夫なのでしょうか。 

平塚館長：「和紙畳」については、ワークショップ内でも出ましたご意見で

あり、設計会社から耐久性や汚れについて、非常に適していると

いう報告をうけています。 

川畑委員：「だれでもトイレ」とは、多機能トイレということですか。 

平塚館長：性別に関係なく、あらゆる年代の方「だれでも」が利用できると

いう意味があります。 

長谷川委員長：ラーニングコモンズやマルチパーパスという横文字の言葉は、若

い世代の方は理解できるのでしょうね。 

野口副委員長：現在の高校生や大学生は、図書室にラーニングコモンズがあり、

理解できると思いますが、年配の方は理解しづらい。横文字の言

葉は、注釈などをつけて説明してあげると、受け止められやすい

と思います。 

平塚館長：検討させていただきます。 

藤平委員：Ｐ６のひだまりの庭については、緑色になっている２つのエリア

のことを指していますか。 

平塚館長：事務室寄りの左側については、すでに緑地（芝生）があります。

右側については、床がタイル地で無機質な場所になっていますの

で、この部分に手を加え、一体的な新たな空間として変更する予

定となっています。 

藤平委員：マルチパーパスでは、軽食はとれるのでしょうか。 

平塚館長：現時点では、自動販売機の設置を予定しておりますが、軽食を

販売する場所の想定はございません。しかし、カフェの併設に

ついて、これまでも要望がございますので、パン等の販売が可

能であれば検討していきたいと考えております。 

赤堀委員：Ｐ010の３階集会室等のイメージ図について、例えば、現在の視

聴覚室が集会室１へ名称が変更しているなど、現状と移行後の表

記があると分かりやすいと思います。 

平塚館長：検討させていただきます。 

井上委員：サイレントスペースは、静寂性が求められる部屋のため、個別の

仕切り等を設置する予定はございますか。 

平塚館長：今のところ、個別対応の席の想定はございません。しかし、今

後、要望やニーズ等を考慮し、設置については検討させていただ
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きます。 

（２）令和６年度もりやの図書館概要（案）について 

長谷川委員長：協議（２）令和６年度もりやの図書館概要（案）について、事務

局から説明をお願いします。 

―柳葉副館長から令和６年度もりやの図書館概要（案）について、資

料を基に説明― 

 

―特に意見なし― 

 

（３） その他 

第３回図書館協議会の日程について、令和６年１０月１７日（木） 

午前１０時～開催予定と柳葉副館長から報告あり。 

 

４ 閉 会 

柳葉副館長：それでは、以上をもちまして本日の図書館協議会を閉会いたしま

す。ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

 


